
※記事の問い合わせは　総務課82ー1226・82ー1254・税務課82ー1224・住民福祉課82ー1221・保健衛生課82ー1777
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　　　            11月の休日当番医　
◎診療時間：午前9時～午後5時

＊診療科目以外の受診については、他の医療機関を紹介することもあります。

   受診する際には、医療機関に電話連絡をしてください。

心配ごと相談・行政相談
　合同相談所の開設

　日常生活でお困りの人は、相談所

を開設しますので、おでかけくださ

い。相談は無料で秘密厳守のうえ受

け付けています。

日　時　１１月１７日（月）

　　　　午後１時～３時まで

場　所　役場１階　中会議室

問合せ　社会福祉協議会　 82-1238

　　　　役場総務課　　　 82-1226

農地を農地以外に使用する場合には許可が必要です！

　２日　上野診療所（内科・循環器科）　　　　川島町 　049-297-6633

　３日　たばた小児科（小児科）　　　　　　　吉見町　　　　54-8822

　９日　宏仁会小川病院（内科）　　　　　　　小川町　　　　73-2750

１６日　シャローム病院（内科・外科）　　　東松山市　　　　25-2979

２３日　木下医院（内科・外科・小児科）　　　小川町　　　　72-0375

２４日　こどもクリニックいとう小児科（小児科）東松山市　　　　34-4145

３０日　福島医院（内科・外科・胃腸科）　　東松山市　　　　22-8050

　　　　　乳　幼　児　健　康　診　査
日　時　１１月１８日（火）午後１時～１時３０分受付

場　所　保健センター

対象者

　３～４ヶ月児　　平成２６年７月   １日 ～ 平成２６年８月３１日生

　９～１０ヶ月児　平成２６年１月   １日 ～ 平成２６年２月２８日生

　１歳６ヶ月児　　平成２５年３月１７日 ～ 平成２５年５月１８日生

　２歳６ヶ月児　　平成２４年３月１７日 ～ 平成２４年５月１８日生

　３歳６ヶ月児　　平成２３年３月１７日 ～ 平成２３年５月１８日生

 持ちもの

　３～４ヶ月児、９～１０ヶ月児：母子手帳、問診票

　１歳６ヶ月児、２歳６ヶ月児、３歳６ヶ月児：母子手帳、問診票、普段使

　っている歯ブラシとコップ

 ※前回受診できなかった方もお出かけください。

 ※対象者には個別通知いたします。

 
 問合せ　保健センター 　 ８２－１５５７

「多重債務者相談強化キャンペーン2014」における無料相談会について
　消費者金融などからの借入れにより多重債務でお困りの方のため、弁護士、

司法書士による無料の面接相談会を開催します。

　ひとりで悩まずに、まずは相談してください。

■ テーマ 多重債務無料相談会

■ 対 象 多重債務でお困りの方

■ 主 催 埼玉県多重債務対策協議会※

■ 開催期間および相談時間　１１月２８日（金）

　 午前１０時～午後４時

■ 開催会場 東秩父村役場

■ 予約方法 電話による申し込み

　 　０４８－８３８－７３０１（予約専用電話）

　 ※臨時電話のため予約期間以外は通じません。

■ 予約期間および予約時間 

　 平成２６年１１月４日（火）～２８日（金）（土・日・祝日は除く）

 　午前１０時～午後４時

※ 埼玉県多重債務対策協議会とは

　・目的：関係機関の緊密な連携のもと、多重債務者の救済と発生防止等の多

　　重債務者に関する対策を推進する。

　・設置：平成１９年５月

　・構成団体：１６団体（うち、オブザーバー１団体）県、県警、国、市（６）、

　　弁護士会、司法書士会、支援団体等

　 〔オブザーバー〕日本貸金業協会埼玉県支部

東松山市ウインドアンサンブル
　　  秋の演奏会

　高校生から年配の方まで、幅広い年

齢層の仲間が一緒に演奏する吹奏楽団

です。今回は「シネマティック・ウイ

ンド」と題して、映画音楽を中心に演

奏します。ぜひ、お気軽にお越しくだ

さい。

日　時　１１月３０日（日）

　　　　午後１時３０分開場

　　　　午後２時開演

場　所　東松山市民文化センター

　　　　大ホール

入場料　無料

問合せ　大塚（代表）

　　　　　０４９３－２４－３０４８

　　　　HP：http ://hwe. jpn .org/

後　援　東松山市教育委員会

　　　　東松山吹奏楽連盟

日　時　１１月１７日（月）

　　　　から１１月２３日（日）まで

時　間　午前８時３０分から午後７時

　　　　まで

　　　　※ただし、１１月２２日（土）

　　　　　および１１月２３日（日）

　　　　　は午前１０時から午後５時

　　　　　まで

電話番号　０５７０－０７０－８１０

相談担当者　法務局職員、人権擁護委員

　　　　　が対応します。

　　　　　秘密は厳守します。

問合せ　さいたま地方法務局

　　　　人権擁護課

　　　　　０４８－８５９－３５０７

全国一斉
「女性の人権ホットライン」

強化週間


